
　　　    

～１０月

１１月

２月

２月

２月

　　　　　・ 前年度までの自ら評価のフォローアップ

　　　　　・ 自ら評価の案件候補について議論

専門委員、食品安全モニター等からの意見、ホームページ等により募集した一般か
らの意見、要望書等の整理

【食品安全委員会における審議】

　　　 　　　　－自ら評価案件候補として決定

　　　　　　　 －積極的に情報収集、情報提供等を行う案件候補として決定

　　　　　　　 －情報収集を行う案件候補として決定　　　　　　　　　　　　　　　等

　　　　　　　 －ファクトシート作成案件候補として決定

※ 企画等専門調査会における審議後、必要に応じ、事務局においてリスク管理機関等の

　　※自ら評価案件候補の場合、意見・情報の募集等の実施を決定

自ら評価案件候補について、意見・情報の募集等を実施

【食品安全委員会における審議】

・ 意見・情報の募集の結果等を踏まえ、自ら評価案件を最終決定

・企画等専門調査会で議論された案件候補について、それぞれ取扱いを最終決定

平成２６年度自ら評価案件の決定までのフロー

　関係者への説明や評価サイド（専門調査会を含む。）の考え方の整理を行う。

ホームページ等による一般からの意見募集の実施

３月

　　　　　 ・絞り込まれた案件候補について、それぞれ取扱いを決定

事務局による自ら評価の案件候補の整理

【第１２回企画等専門調査会における審議(第１回絞込み)】

【第１３回企画等専門調査会における審議(第２回絞込み)】

～８月
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